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デジタルサイネージ 発注仕様書 

 

 

１ 品名 

デジタルサイネージ 

 

２ 目的 

  近江八幡市文化会館内及び近江八幡駅にデジタルサイネージを設置し、情報発信機能を高め

ることを目的とする。 

 

３ 契約期間 

  契約締結日から令和８年３月２０日まで 

 

４ 納入品の指定型番及び数量等 

  別紙「一覧表」の通り。 

※指定品と同等以上の物品の選定は、希望品がある場合、別紙「同等品規格確認票」及びカ

タログ等仕様が確認可能な資料を提出し、事前に発注者に確認し了承を得た場合に限る。 

   

提出先：近江八幡市 文化振興課 

  提出期限：令和８年１月２０日（火） 午前９時～１１時まで 

 

５ 納入場所 

  近江八幡市出町３６６番地  近江八幡市文化会館１階  ６台 

  近江八幡市鷹飼町      近江八幡駅改札外通路   １台 

   

６ 納入期限 

  契約締結日～令和８年３月２０日 

 

    ※納入期限は厳守すること。 

※近江八幡市文化会館への搬入・設置が可能な作業日時については、事前協議により決定す

る。 

※近江八幡駅への作業日時はＪＲ西日本と事前協議により決定する。 

 

７ 保証期間等 

（１）納品する機器は、未使用のものに限る。 

（２）保証期間は、本品検査終了後 1 年間とする。ただし、メーカー発行の保証書等により

1年を超える保証がある場合はそれによる。 

    また、受注者（又は製造者）の責に属する不良箇所が生じた場合は、保証期間経過後

においても、無料で修理又は良品との交換を行うものとする。 
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（３）納品時にメーカー発行の保証書を発注者に提出すること。 

 

８ 設置等 

 （１）納入品の搬入、組立、設置(壁付、地面への設置)、接続等を含む。 

※詳細については別添の配置参考図のとおり 

（２）設置に必要なケーブル、金具、補強材等がある場合は含めること。 

 （３）落下防止や転倒防止等安全対策及び盗難防止対策を実施すること。 

 （４）近江八幡駅改札外通路への設置は、デジタルサイネージに加えて、紙面ポスター等が

掲示できる掲示板の設置を含むものとする。 

※現状設置の掲示板を取り外す場合には処分費を含むこと。 

（５）デジタルサイネージのコンテンツ製作、運用業務は含まない。 

 

９ 設置等に当たっての留意事項 

  （１）受注者は、業務の実施に際してはあらかじめ発注者と協議して、施設運営に支障をき

たさないよう、作業の日時、作業方法等の詳細について定めるものとする。 

  （２）受注者は、その内容に応じ、必要な知識及び技能を有する者を配置して業務を実施す

るものとする。また法令等により業務を行う者の資格が定められている場合は、当該

資格を有する者が業務にあたることにする。 

  （３）本業務完了後において、施工不良等により異常が発見された場合は受注者の責任にお

いて必要な処置を施さなければならないものとする。 

（４）受注者の責めに帰すべき理由により、作業目的物又は既存の施設・器物に損害を与え 

た場合は、発注者の指示により、受注者の負担において、補修するものとする。 

 

１０ その他 

（１）本書に記載されていない事項で、機能上当然必要なものは装備すること。 

（２）納入品は梱包開封し、段ボール等のごみは受注者の責任において引き取り、 

関係法に基づき処理すること。 

（３）搬入に際しては、納入現場の壁・天井・床等に損傷の恐れがある場合は、適切な方法

で養生をする等十分注意を払うこと。なお、万一損傷を与えた場合には受注者の責任

において現状回復すること。 

（４）入札価格には、仕様書及び指示事項を承知して入札金額を入れること。 

（５）その他仕様書に定めのない事項及び疑義、不明が生じた場合は、別途協議すること。 


